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は じ め に 
 

「愛媛の歌」の冒頭に、「海がある、山がある、

空にひかりがあふれてる」とありますように、私

たちの住む愛媛県は、四季折々にその美しい姿を

見せる海や山、川などの豊かな自然に恵まれてい

ます。 

こうしたふるさと愛媛の自然環境は、県民のか

けがえのない財産であり、自然環境を守り、次の

世代に引き継いでいくことが、私たちの責務であ

ります。 

 

しかしながら、開発や乱獲による影響、逆に自然に対する人の働きかけ

の縮小撤退による影響、更には外来生物や化学物質、地球温暖化の進行等

の影響などにより、本県の生物多様性は危機にさらされています。 

急速に失われつつある本県の生物多様性を保全するためには、その恵み

を直接享受する地域の方々が、生きものとのつながりを理解して、その保

全にさまざまな角度から取り組むとともに、それらを守り伝えていくこと

が大切であります。 

 

県では、これらの課題に的確に対応していくため、このたび、「愛媛県

野生動植物の保護に関する基本指針」を全面的に見直し、今後の本県の生

物多様性保全の基本計画となる「生物多様性えひめ戦略」を策定いたしま

した。 

本戦略では、『伝えていこう！生きものの恵みと愛媛の暮らし』をテー

マに掲げ、将来にわたって生物多様性の恵みを享受して、人と自然が共生

し、豊かな自然と文化が守り育まれる、「100 年先も 生きものみんな や

さしい愛顔（えがお）」でいられる社会の実現を、目指すべき将来像とし

ています。 

 

今後、本戦略に基づき、生物多様性の保全に関するさまざまな施策の着

実な推進を図ってまいりますので、県民の皆様方におかれましては、それ

ぞれの立場において、本県の取り組みに一層の御理解、御協力をお願い申

し上げます。 

 

 愛媛県知事 中 村 時 広   
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第１章 戦略策定にあたって  

１ 戦略策定の背景 

（１）生きものと私たちの暮らし 

私たちは毎日、多くの種類の食材を口にし、また、服を着、そして木材を使った

家で暮らしています。この当たり前のような営みは、森林や里地里山、河川、海と

いった自然がなければ成り立ちません。そして、これらの自然は、動物、植物、微

生物などのいろいろな生きものの様々な「個性」と「つながり」によって成り立っ

ています。こうした姿を生物多様性と呼んでいます。 

   本県は西日本最高峰の石鎚山をはじめとする険しい山々や雄大な四国カルスト、

道前、道後平野の里山の稲と麦や南予の段々畑、重信川や肱川といった河川、瀬戸

内海や宇和海とそこに散在する大小200余りの島々、遠浅の砂浜、佐田岬半島以南
のリアス式海岸など、豊かで多様な地形が様々な自然環境をつくりだしています。 

そこには、暖温帯植生から亜高山帯植生まで多様な植物に富み、そのことが豊か

な動物相を育み、様々な生きものが生息･生育しています。 

また私たちの先祖は自然を生活に利用してきました。その結果、農村地帯には、

里山に代表される雑木林など、田んぼや水路、ため池、草地などには人間生活と結

びついた二次的自然が広がっています。それらは原生の自然ではありませんが、そ
の環境にも実に多くの生きものが生息・生育しています。 

こうした豊かな環境基盤のもと、本県の主要な産業であるかんきつ類を主とした

農業、マダイ、ハマチ、真珠などを主とする水産業、林業、かまぼこ、じゃこてん、

いぎす豆腐といった水産加工、パルプ･紙製品加工など、本県の特徴を生かした一

次産業や製造業が繁栄し、私たちの生活を成り立たせています。更には、瀬戸内海、

宇和海、石鎚山系、四国カルストなどの自然公園からも、豊かな心や健康を育む様々

な恩恵を受けているところです。 

しかしながら、本県においても、一部の地域への人口集中や都市化、開発による

緑地の減少、放置森林や耕作放棄地の増加、外来生物による生態系のかく乱、温暖

化による希少野生動植物の生息･生育環境の悪化などによって、生物多様性がかつ

てないスピードで失われているといわれています。 

生物多様性が損なわれれば、私たちが受けるその恵みは低下し、ひいては将来に

わたる暮らしの基盤を失うことにもなります。 

 

（２）国内外の生物多様性に関連した動向 

①本県の動き 

本県では、愛媛県環境基本条例（平成８年愛媛県条例第5号）において、施策の

基本指針の一つに「生態系の多様性の確保、野生生物の種の保存その他の生物の多

様性の確保が図られるとともに、多様な自然環境が地域の自然的社会的条件に応じ

て体系的に保全され、人と自然とが共生できるよう創造されること。」を掲げ、自

然と人間との共生を図るため、野生生物の生息・生育環境の保全など各種施策に取

り組んできました。 

   平成15年３月には、県内の絶滅のおそれのある野生動植物の生息・生育状況等を
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取りまとめた「愛媛県レッドデータブック」を作成し、これを踏まえ、平成17年3

月には、野生動植物の保護とその生息・生育環境など生態系全般の保全を総合的に

推進するための「愛媛県野生動植物の保護に関する基本指針」を策定し、これに基

づき、平成20年10月には愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例（平成20

年愛媛県条例第15号）（以下「条例」という。）を施行し、特に保護を図る必要が

ある希少野生動植物種や保護区の指定を行うとともに、開発行為等における影響評

価や、普及啓発の推進、外来種対策などの具体的な施策を展開しているところです。 

 

②世界や国の動き 

（生物多様性条約） 

世界では、国際的にも現在及び将来の世代のために地球規模で自然環境の保全と

開発を調整し、その利用を持続可能なものとする必要性が強く認識されるに至り、

平成４年（1992年）にブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議（地

球サミット）において「気候変動に関する国際連合枠組条約」（気候変動枠組条約）

と「生物の多様性に関する条約」（以下「生物多様性条約」という。）が採択され、

我が国は、平成５年（1993年）に生物多様性条約を締結し、18番目の締約国となり

ました。 

 

 (生物多様性基本法と国家戦略) 

    また、国内外で生物多様性への関心が高まる中、国では「生物多様性基本法」が

平成20年６月に施行されました。同法は、生物多様性の保全と持続可能な利用を推

進することで、生物多様性の恵みを将来にわたり享受できる自然と共生する社会を

実現することを目的としています。 

   同法では、国、地方公共団体、事業者及び民間団体を含む国民の責務が規定され、

生物多様性の保全と持続可能な利用は、国民の暮らしと密接に関わることから、国

が実施するだけでなく、地方公共団体、企業、ＮＧＯ、国民などのさまざまな主体

が自主的にかつ連携して取り組むことが重要であり、それぞれの主体が役割を果た

していくことを求めています。 

なお、同法に基づき、平成22年３月には「生物多様性国家戦略2010」を策定し、

施策の総合的かつ計画的な推進を図っているところです。 

 

（生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）の開催） 

 平成22年（2010年）には、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）が愛知県

で開催されました。会議においては、新戦略計画･愛知目標(ポスト2010年目標

（2011-2020年）) や遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する名古屋議定書

などが採択されました。 

また、我が県のような山里海に囲まれた農林水産業県にとっては、今回提唱され

た農業や林業など人の営みを通じて形成・維持された二次的な自然環境における生

物多様性の保全とその持続可能な利用の両立を目指すSATOYAMAイニシアティブの

取組は意義深いものでしょう。 

 



 - 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 戦略の位置づけ 

（１）戦略の必要性 

本県におけるこれまでの取組は、愛媛県野生動植物の保護に関する基本指針に基

づき、小さいながらも確実に、野生動植物の保護を通じて人と野生動植物の共生な

どの取組を進めてきたところです。 

しかしながら、近年、より広い概念で生態系をも含む生物多様性の保全を図り、

社会経済活動と自然が調和した地域づくりをすることが必要となっており、そのた

めには、県民、ＮＰＯ等民間団体、企業等事業者、農林水産業者、大学等教育機関、

行政などそれぞれの主体が目標を共有し、それぞれが協働･連携して取り組むこと

が必要不可欠となります。 

そこで、本県独自の自然環境や社会経済活動の実情を踏まえ、生物多様性の保全

を通じて本県の自然環境を総合的に保全するため、その方向性や各主体の担う役割、

施策等を定めた「生物多様性えひめ戦略」を策定することとしました。 

 

（２）戦略の性格 

 「生物多様性えひめ戦略」は、本県の野生動植物の保護とその生息・生育環境な

ど生態系全般の保全を総合的に推進するための計画である「愛媛県野生動植物の保

護に関する基本指針（平成17年３月）」を抜本的に見直し、生物多様性基本法（平

成20年６月６日法律第58号）第13条の規定に基づく、本県全域の生物の多様性の保

全及び持続可能な利用に関する基本的な計画として位置づけるものです。 

また本戦略は、えひめの生物多様性保全推進委員会での審議や自然環境保護関係

者だけでなく農林水産、経済団体、教育など幅広い方々からの意見を踏まえ策定し

たものであり、県民、ＮＰＯ等民間団体、企業等事業者、農林水産業者、大学等教

育機関、行政が一体となって、生物多様性保全の取組を進めていくうえでの道標の

役割が期待されています。 

 

○ 新戦略計画・愛知目標（ポスト 2010 年目標（2011-2020 年）） 
 「2020 年までに生態系が強靱で基礎的なサービスを提供できるよう、生
物多様性の損失を止めるために、実効的かつ緊急の行動を起こす」との趣旨
のもと、保護地域を陸域 17％、海域 10％となるなど、20 の個別目標が合
意された。中長期目標（「自然との共生」）については、「2050 年までに、
生態系サービスを維持し、健全な地球を維持し全ての人に必要な利益を提供
しつつ、生物多様性が評価され、保全され、回復され、賢明に利用される」
ことが合意され「愛知目標」として採択された。 
 
○ 遺伝資源へのアクセスと利益配分（ABS）に関する名古屋議定書 
 派生物、遡及適用、病原体等いくつかの論点での資源提供国と利用国の意
見対立が続いたが、議長国である日本の議長案（遺伝資源及びそれに関連す
る伝統的知識の利用により生じる利益は、相互合意条件に基づき公正かつ衡
平に配分されるなど）が、名古屋議定書として採択された。 
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３ 生物多様性の重要性 

（１）多様な地球上の生命 

  約46億年前に誕生した地球では、原始の海の中で有機物から原始生命体ができ、

光合成を行うラン藻類の出現による酸素の発生が促され、安定した気候が維持され、

陸上に生命が進出できる環境ができました。そして、植物が陸上に進出し、森をつ

くり、動物が生息し、陸上の生態系が形成されました。つまり、数え切れない生命

とそのつながりによって地球の大気や土壌が形成され、さまざまな環境の変化を経

て、現在では3,000万種ともいわれる多くの生きものが生まれました。そして、そ

の生きものそれぞれが個性をもち、生態系という一つの環のなかで深く関わり合い、

つながりをもって地球の環境を守るとともに、私たちのいのちと暮らしを支えてい

ます。この「個性」と「つながり」を生物多様性といい、生物多様性条約でも、生

物多様性をすべての生物の間に違いがあることと定義し、生態系の多様性、種間

(種)の多様性、種内(遺伝子)の多様性という３つのレベルでの多様性があるとして

います。 

 

①生態系の多様性 

 生態系の多様性とは、自然林や里山林、人工林などの森林、

湿原、河川、干潟、サンゴ群集などいろいろなタイプの自然

があることです。 

例えば、県内には、シラベやイシヅチザクラなどの高山性

植物が生育し、タカネルリクワガタなど希少な昆虫類が生息

する石鎚山系の生態系、ハクセンシオマネキなど多くの水生

生物が生息し、シギ・チドリ類など渡り鳥の渡来地となって

いる加茂川河口の干潟の生態系、エンタクミドリイシなど宇

和海のサンゴの群集の生態系、ため池や棚田など人間活動と

共存してきたタガメやデンジソウなど多数の生きものがい

る里地里山の生態系など、いろいろなタイプの自然環境や風

景が、多様な生態系を構成しています。 

 

②種の多様性 

   種の多様性とは、色々な生きものの種が生息･生育してい

る状態のことをいいます。本県は東西に長く多様な地形を

持ち、寒暖・乾湿の多様な気候のため、確認されているだ

けでも約13,000種の野生生物が生息･生育しています。生き

もの同士は食物連鎖・食物網や共生・競合などの関係をも

っており微妙なバランスのうえに成り立っているため、種

が一つ欠けても生態系のバランスが崩れるおそれがありま

す。本県で絶滅が危惧されている代表的な種としては、県獣のニホンカワウソ、カ

ブトガニ、ハッチョウトンボ、サギソウなどがあります。 

 

 

 宇和海のサンゴ群集

ハッチョウトンボ

石鎚山頂
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③遺伝子の多様性 

   同じ種でも、遺伝子の違いによって形や性質･行動など

の特徴が少しずつ違うことがあります。例えば、同じゲン

ジボタルでも西日本と東日本では発光周期が異なる、アサ

リの貝殻の模様が千差万別であることなどがあげられま

す。同じ種内にも多様性を持つことで、種が環境の変化に

対応して生き残っていくことが可能になります。また、本

県の代表的な農産物のうんしゅうみかんでも、９月に収穫

できる極早生から年明けの晩生、甘いものや酸味のあるも

のなどいろいろな品種があります。 

 

（２）生物多様性の恵み 

   私たちは、植物などが作り出す酸素によって呼吸し、農作物を食べ、絹や木綿な

どの繊維からなる衣類を身につけ、木でできた家に住み、豊かな自然に接しゆとり

と安らぎを得るなど、私たちの生活になくてはならないものは、生物多様性から受

けており、生物多様性の恵み(生態系サービス)を受けて暮らしています。 

 

①大気と水 

   私たちが普段何気なく呼吸している酸素は、植物などから光合成により生み出さ

れたもので、森林などに生育する植物が二酸化炭素を吸収し、酸素を放出すること

によって、人間を含む動物や植物自身の生存が保たれています。また、森林の水源

かん養機能や、気温･湿度の調整、水質の浄化などが、多くの生きものを育むとい

う好循環を促しています。生きものが生み出す大気、水、それらの循環により地球

環境が支えられ、すべての生命の存立基盤となっています。 

 

②食べものや木材 

   私たちが、普段口にするお米、野菜、果物、魚、肉、

建築物の材料となる木材、衣類の材料となる絹、綿など

は農林水産業を通じてもたらされるものです。 

   例えば、本県を代表するうんしゅうみかんに始まり、

生産量日本一のはだか麦、キウイフルーツ、マダイ、さ

らには媛っ子地鶏や愛媛甘とろ豚など、数え切れないほ

どの食の恵みを受けています。 

これらは数え切れない程多くの野生種の遺伝資源が健

全に維持されていたからこそ、選抜、交配を繰り返すな

かで、人間にとっておいしくて栄養価の高いものを生み

出すことができたのであって、今後も私たちの生活を支

えていくことになるでしょう。 

愛媛甘とろ豚

多様な種類の野菜

模様が千差万別のアサリ

うんしゅうみかん
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カワセミのくちばしを真似て開発された新幹線 

③生きものの機能や形態の利用 

   多様な生物は、生きものの機能や形態をま

ねた技術開発への応用、将来の農作物の品種

改良など、間接的･潜在的な利用の可能性が

あり、私たちの豊かな暮らしにつながる有用

な価値を持っています。例えば、カワセミのくち

ばしを真似て空気抵抗を減らす形状に開発された新幹線などはそのわかりやすい

例です。 

  

④豊かな文化の根源 

   私たちは、自然を尊重し、自然に接することで、気持

ちが開放されて、活力を取り戻すとともに、豊かな感性

や美意識を培い、自然と結び付いた様々な文化を生み出

してきました。多様な生態系は、地域色豊かな食、工芸、

祭りなど地域固有の財産ともいうべき文化の根源となっ

ています。また里山には、新緑、紅葉、冬木立ちと四季

折々の風情があり、里海では白砂青松の海岸の美しい風

景が見られます。そして里山や里海に接する里地では田

畑が広がり、民家、小川、池、原っぱなどが点在するの

どかな農村風景が見られます。さらにそれぞれには童謡

にも登場する多くの里の生きものが生息・生育していま

す。大都市では自然がますます失われる状況にあっては、

里山、里海、里地の醸し出す美しい風景はまさに「ふる

さと」を実感する心休まるもののとして今後、ますます

重要なものとなるでしょう。 

 

⑤自然に守られる私たちの暮らし 

   豊かな森林や河川そして水田は、災害防止の機能を持ち、また、安全な飲み水を

供給するなど、私たちの暮らしを守る基盤となっています。加えて、自然がもたら

す美しい景観やレクリエーションの機会は、めまぐるしく変化する現代社会の中で、

私たちの心身の健康を保つためになくてはならないものと言えます。 

 

 

 

 

 

 

（３）生物多様性の危機 

   生物多様性国家戦略2010では、日本国内の生物多様性の危機として、次の3つの

危機に加え、地球温暖化による危機について言及しています。 

 

面河渓谷 

西条のうちぬき 

宇和島牛鬼まつり 

鯛めし 

 
南予の里山
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①第一の危機（開発や乱獲などによる影響） 

人間活動や開発など人が引き起こす負の影響要因による生物多様性への影響の

ことです。例えば、道路・ダム等の開発や商業的利用・観賞用を目的とした個体

の乱獲・盗掘などの人間活動が直接もたらす種の減少や絶滅、生態系の破壊、分

断、劣化を通じた生きものの生息･生育空間の縮小、消失が挙げられます。 

 

②第二の危機（自然に対する人の働きかけの縮小撤退による影響） 

自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる影響です。 

例えば、高齢化や人口の減少などによる耕作

放棄地の増加や、かつては薪や炭、屋根葺きの

材料などを得る場であった里山の荒廃に伴い、

その地域の特有の生きものが絶滅の危機に瀕し

ています。一方で、イノシシ、ニホンジカ、ニ

ホンザル等が分布を拡大し、農林業被害や生態

系への影響、遭遇事故などの問題も発生してい

ます。 

 

③第三の危機（外来生物や化学物質による影響） 

   人間が近代的な生活を送るようになったことにより持ち込まれた外来生物や化

学物質による影響のことです。例えば、オオクチバス等の外来生物は在来の生き

ものを捕食する、餌やなわばりを巡って在来種と競争が起こる、近縁の種と交雑

することで遺伝子がかく乱されるなど、地域固

有の生態系を脅かしています。また、化学物質

の中には、近年のアキアカネの激減原因になっ

たような動植物に毒性を示すものがあり、生態

系に影響を与えるおそれがあります。 

 

④地球温暖化による影響 

地球温暖化の進行による生物多様性への影響のことです。 

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第4次評価報告書(2007)によると、地球

全体の平均気温が1.5～2.5℃以上、上昇すると約20～30％の動植物種の絶滅リスク

が高まる可能性が高いと予測されています。 

 

オオクチバス 

イノシシによる被害を受けた果樹園 
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第２章 生物多様性の現状と課題 

１ 本県の現状 

（１）地勢･気候 

○ 本県は、四国の北西部に位置し、

北は瀬戸内海に、西は宇和海に面し

ており海上には大小 200 余りの島々

が点在しています。 

 県を東西に横断する中央構造線を

境に、北側は断層崖の急斜面と沿岸

部の平野、南側は西日本最高峰の石

鎚山(1,982m)や雄大な四国カルスト

など急崚な四国山地が連なり、山地や盆地の多い地形となっています。 

 

  ○ 総面積は、5,678ｋ㎡で全国第 25 位、このうち森林が 71%を占めています。  

また、海岸線は、延長 1,706km と全国第５位の長さがあります。本県を流れる一

級河川は、吉野川水系、仁淀川水系、重信川水系、肱川水系及び渡川水系の５水

系で、このうち県内に河口を持つ水系は、重信川と肱川の２水系です。 

     

○ 瀬戸内海沿岸部は、季節風の影響で、年間を通じて降水量が少なく、比較的温

暖な瀬戸内式気候となっています。 

 一方、南西部の宇和海沿岸部や山間部は、瀬戸内海側と異なり、降水量も比較

的多いといった特徴があります。 

  また、変化に富んだ地勢から、石鎚山などの標高の高い地域は、北海道の札幌

や函館などの平野部と年平均気温が同程度となっています。 

 

（２）野生動植物    

海と山に囲まれた複雑な地形や多様な土地利用、多様な気候条件等によって、本

県は多様な植物相を形成し、豊かな動物相を育んでいます。 

   愛媛県産野生動植物目録では、約 13,000 種の野生動植物が確認されていますが、

未整理のものも含めると 18,000 種近くの種が生息･生育しているといわれていま

す。 

 

①動物 

   ア 哺乳類 

    これまでに、陸産哺乳類は 47 種が確認されていますが、開発等により生息環

境は悪化の一途をたどり、多くの種が生息地の分断に伴い、繁殖群の孤立化など

個体数の減少が懸念されています。中でも、ツキノワグマ、ニホンカモシカ、ニ

ホンカワウソは生息に関する情報が非常に少なく、県内での絶滅が危惧されてい

ます。また、ヤマネやモモンガは、生息環境として樹洞を利用していますが、天

然林の減少や開発による生息地の分断に伴う繁殖群の孤立化によって個体数の

減少が懸念されています。 

四国カルスト
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    海産哺乳類は、スナメリ等鯨類が主で 13 種が確認されていますが、こちらも

海洋汚染等生息環境の悪化により、減少しつつあります。なお、海産哺乳類につ

いては本県の海域に生息しているのか、単に回遊しているのか不明な種も多く、

今後継続した調査が必要と思われます。  
  

イ 鳥類 

322 種と 10 亜種が確認されており、迷鳥を除くと冬鳥が多く、夏鳥が少ない

特徴があります。生息種は県内の多様な自然環境を反映し、石鎚山系など標高の

高い所にはホシガラスなどが生息しています。加茂川河口や重信川河口などの干

潟には、春と秋にシギ・チドリ類が訪れ、ダム湖やため池には、冬期にカモ類が

越冬のために訪れます。ツルやコウノトリの越冬地としても特定の里地や干潟な

どの生態系が残されています。 

瀬戸内海から宇和海の島嶼部にはカラスバトが生息し、オオミズナギドリの繁

殖が確認されている島もあります。佐田岬半島や愛南町の高茂岬は、渡りの季節

に多くのタカ類や小鳥類が通過するルートになっています。 

    近年、県内で中国原産のソウシチョウ、ヒゲガビチョウが急速に分布を拡大し

ています。環境によっては優占種が入れ替わる可能性もあり、在来種や生態系へ

の影響が懸念されています。また、アオサギやカワウといった魚食性鳥類の個体

数が増加しています。両種とも繁殖コロニーも増加、拡大しており、放流したア

ユを捕食する問題も発生しつつあります。 

 
ウ 爬虫類・両生類 

海産爬虫類を除き合計 34 種が記録されています。本県では、県レッドデータ

ブック記載種で絶滅危惧Ⅰ類のカスミサンショウウオとナゴヤダルマガエルが

局地的に生息しています。前者は、近年、現地調査により生息地点数が増えてき

ましたが、後者は生息地の悪化（休耕田の拡大等）により生体の確認情報が乏し

くなっており、絶滅が危惧されています。 

    爬虫類ではアカウミガメの産卵情報は減りましたが、イシガメは南予や今治市

を中心としたため池等で発見されるなど、確認された生息地点数は確実に増えて

いますが、外来種のミシシッピアカミミガメとの競合の危機にさらされています。 

 
エ 淡水魚類 

193 種が記録されていますが、約 20%は県外、国外からの移入種です。また、

宇和海を中心に河川へ来遊する海水魚が多く、在来種の 50%を占めています。 

 県レッドデータブックには、絶滅種（イトヨ）、絶滅危惧Ⅰ及びⅡ類、準絶滅

危惧種として総計 25 種が掲載されており、このうちオオウナギ（県指定）とス

ナヤツメ（松山市指定）が天然記念物となっています。局所的な分布を示す魚種

として、アブラボテ、スジシマドジョウ中型種が中予地方の平野部、ナガレホト

ケドジョウが東予地方の山間部だけに見られるほか、ヒナイシドジョウは４つの

河川のみに分布しています。カジカ中卵型は肱川で絶滅し、安定した個体群は東

予地方の一部の河川にしか見られない状況となっています。 
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オ 昆虫類 

 記録のある昆虫は 8,000 種を超えると思われますが、膨大な文献を渉猟する必要

があるため、まだ正確な種数は把握できていません。 

本県は、海岸線の亜熱帯植生から石鎚山系など高標高地の亜寒帯植生まで連続し

た森林植生があり、サツマゴキブリ、ベニイカリモンガなどの暖地性昆虫からツマ

ジロウラジャノメ、フタスジカタビロハナカミキリなど冷涼な気候を好む北方系昆

虫まで、非常に多様な昆虫が生息しています。またイシヅチオサムシ、タカネルリ

クワガタなど愛媛県にしかいない種や亜種も多く知られています。固有種の中では

地下浅層や洞窟内に生息するメクラチビゴミムシ類が特に多く、固有属さえ知られ

ています。オオキトンボ、ナニワトンボなどは全国的に絶滅が危惧されている昆虫

ですが、愛媛県ではまだ比較的多く生息しており、逆にゲンゴロウ、チャマダラセ

セリなどは、最近の数年あるいは十数年の間、生息が確認されていません。 

 

カ クモガタ類・多足類 

本県の既知種数は、クモガタ類（ダニ類をのぞく）は 440 種、ダニ類は 537 種、

多足類は 108 種です。 

海岸から西日本の最高峰である石鎚山まで広い標高差をもち、また氷期にはおそ

らく中国四国地方の動植物のレフュジア（待避所）の役割を担った本県の種の多様

性は卓越しており、たとえばザトウムシでは、今後他県の調査が進んでも、本県の

30 種を超える県はないと推測されています。また、ザトウムシ類では同一種内で

も山系ごとに染色体数などが分化している例が多く、本類やヤスデ類のように移動

性の低い群をかかえるこれらの仲間の本県内での生物多様性の大きさは単に種数

のみでは測れません。保全には地理的分化の存在も視野に入れ、県内全域で考えて

ゆく必要があります。 

 
キ 貝類 

陸・淡水産貝類は不明種まで入れて、216 種の生息が確認されています。そのう

ちシロハダギセル、タカシマゴマガイ、タダアツブタムシオイの３種は本県の固有

種です。ミサキギセルが固有亜種です。固有種に近いものとして（他県では１カ所

しか見つかってないもの）はシコクタケノコギセルとニッポンノブエガイが生息し

ています。海産貝類は 2,116 種の貝が確認されていますが、いまだに生貝を確認し

ていないものもあります。最近の傾向としては、海水温の上昇で南方系の貝の確認

が増えており、分布域が増加しています。 

 
ク 甲殻類等 
甲殻類及び海産無脊椎動物等について 223 種が確認されており、ゴゴシマユムシ、

ミドリシャミセンガイ、シオマネキ、ハクセンシオマネキ、ヒメアシハラガニ、ハ

マガニ等全国的にも貴重な種の生息が、瀬戸内海島嶼部や御荘湾をはじめとして重

信川河口、加茂川河口などで確認されています。 

なお、カブトガニは絶滅危惧種となっており、県ではその繁殖地を天然記念物に

指定していますが、近年生息を確認できた例は少ないようです。 
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②植 物 

ア 高等植物 

県内に生育している高等植物は過去の記録を含めると約 3,800 種類が報告され

ており、帰化種（外来種）と栽培の逸出種の合計約 590 種と分類上の問題のある種

などを除いた約 3,000 種が県内の自生在来種と推定されています。 

本県は、南予離島にはビロウ林など亜熱帯植生が見られ、標高約 1,000ｍ以下に

はシイ・カシ林など暖温帯植生が、標高約 1,000ｍ～約 1,700ｍにはブナ林など冷

温帯植生が、標高約 1,700ｍ以上にはシラベ林など亜寒帯植生（亜高山植生）が発

達しています。これらの多様な植生帯を反映して、ビロウ、などの亜熱帯性植物か

らシコクイチゲなどの高山性植物までが生育しており、本県の植物相は極めて豊か

です。さらに、地形は急峻であり、岩峰にはヒノキ・

コウヤマキ林が、渓谷にはトチノキ・サワグルミ林が、

急傾斜地などにはシデ類の林が見られるなど、土地的

な制約が強い部分には特有の土地的極相林が発達し、

林内には特有の植物相が見られます。また地質も石灰

岩、蛇紋岩など多様であり、それぞれに特有の植物が

発達しています。 

くわえて、県内には里山、草地、ため池、水路、塩田跡地、水田など多様な二次

的植生が残存しており、特に伝統的な管理が継続している所では多くの希少種が生

育しています。特にデンジソウの我が国最大規模で生育する水田地帯が残されてい

ます。これらの二次的植生は開発や管理放棄によって短時間で消滅する危険性があ

り、今後の保全が望まれます。 

なお、蘚苔類では、旧別子銅山など銅イオンを含む岩上に生育するイワマセンボ

ンゴケ、ホンモンジゴケ、チャツボミゴケなど「銅ごけ」が特筆すべきものです。 

 
  イ 高等菌類 

現在、国内に分布する高等菌類は約 6,000 種ですが、ほかに相当数の未記載種が

国内に分布すると考えられています。本県内では、現時点では 1,000 種を超える高

等菌類が確認されているものと考えられます。菌類は一部を除き発生期間が限られ、

また急峻な山地や多くの島嶼部を有する本県特有の地形的制約から、調査が遅れて

います。さらに近年では、南方系要素の強い種の侵入と定着も見られることから、

県内に生育する高等菌類の種数は今後も増加するものと考えられます。 

高等菌類の多くは、木本を中心とした植物群落との関係が深いと言えます。すな

わち植物群落を健全に維持することは、高等菌類の安定的な生育環境の維持と結び

ついています。本県には冷涼な亜高山性の針葉樹林から温暖湿潤な照葉樹林まで多

様な自然があり、それら植物群落に対応する形で独特の多様な菌類相が成立してい

ます。県レッドデータブックでは 56 種に絶滅リスクがあるとされていますが、自

然公園として保全されている地域だけでなく、人里に近い里山地域や海岸に近い森

林を保全することが、本県特有の豊かな菌類の多様性の維持に結びつくものと考え

られます。 

 

サギソウ
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＜愛媛県レッドデータブック掲載種等一覧＞ 

 
平成 15 年 3月現在 

レッドデータブック掲載種 区 
分 

専 門 
分科会 調査対象分類群 

愛 媛 県 産
野 生 動 植
物目録種数 種 数 

(対目録) 掲載種の例 

 哺乳類  陸産哺乳類 種 
49 

種(%)  
20(41)  

 ﾆﾎﾝｶﾜｳｿ, ﾂｷﾉﾜｸﾞﾏ，ﾎﾝﾄﾞﾓﾓﾝｶﾞ,
 ﾔﾏﾈ, ｸﾛﾎｵﾋｹﾞｺｳﾓﾘ 

 鳥 類  鳥  類 309 67(22)   ｸﾏﾀｶ, ｵｵﾀｶ, ﾔｲﾛﾁｮｳ 
 陸産は虫類 16   8(50) ｲｼｶﾞﾒ, ﾋﾊﾞｶﾘ  は虫類 

 両生類  両生類 18   10(56) ｶｽﾐｻﾝｼｮｳｳｵ, ﾅｺﾞﾔﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ, 
ﾌﾞﾁｻﾝｼｮｳｳｵ 

淡水魚類  淡水・汽水産魚類 177   41(23) ｽﾅﾔﾂﾒ, ﾋﾅｲｼﾄﾞｼﾞｮｳ 
 昆虫類 400 151(38)   ｺﾊﾞﾈｱｵｲﾄﾄﾝﾎﾞ, ｹﾞﾝｺﾞﾛｳ 
 クモガタ類 397    6 (2)  ｷｼﾉｳｴﾄﾀﾃｸﾞﾓ, ｺﾞﾎﾝﾄｹﾞｻﾞﾄｳﾑｼ  昆虫類 
 多足類 108   2 (2)  ﾄﾘﾃﾞﾔｽﾃﾞ, ｲｼｲｵﾋﾞﾔｽﾃﾞ 
 陸・淡水産貝類 213   45(21)  ﾆｯﾎﾟﾝﾉﾌﾞｴｶﾞｲ,ｼｺｸﾀｹﾉｺｷﾞｾﾙ 

 貝 類 
淡水産甲殻類 11 3 (27)  ﾄｹﾞﾅｼﾇﾏｴﾋﾞ, ﾐﾅﾐﾇﾏｴﾋﾞ 

 海産哺乳類 1    1(100)   ｽﾅﾒﾘ 
 海産は虫類 1    1(100)   ｱｶｳﾐｶﾞﾒ 
 海産軟体動物 1,920 27 (1)  ｶﾜｸﾞﾁﾂﾎﾞ, ｲﾁｮｳｼﾗﾄﾘ 
 節足動物  117   15(13)  ｶﾌﾞﾄｶﾞﾆ, ﾊｸｾﾝｼｵﾏﾈｷ, ｱｶﾃｶﾞﾆ  

 海産 
動物 

 その他海産動物 92   4 (4) ｺﾞｺﾞｼﾏﾕﾑｼ, ﾅﾒｸｼﾞｳｵ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

動 
 
 
 
 
 
 

物 

[ 動物計 ] 3,829 401(10)  

 維管束以上 3,770 826(22)   ﾋﾓﾗﾝ, ﾀｷﾐｼﾀﾞ, ﾄｷﾜﾊﾞｲｶﾂﾂｼﾞ,  ｷﾘｼﾏﾐｽﾞｷ, ｴﾋﾒｱﾔﾒ, ｼﾊﾞﾅ,ｷｷｮｳ 高等植物 
 蘚苔類 624 59 (9)   ｸﾏﾉｺﾞｹ，ｶﾋﾞｺﾞｹ 植

物 
高等菌類  高等菌類 913 56 (6) 

 ﾌﾃﾞﾀｹ, ﾁｮﾚｲﾏｲﾀｹ,ﾌﾞｸﾘｮｳ(ﾏﾂﾎ
ﾄﾞ),ｱｶｲｶﾀｹ, ｼｮｳﾛ, ｸﾛｶﾜ, 
ﾏﾂﾀｹ, ﾅﾒｺ,ﾊﾀｹﾁｬﾀﾞｲｺﾞｹ 

計 18 分類群 9,136 1,342 
(15)   

注  愛媛県産野生動植物目録種数等については、現在見直し中であり、本データは平成 15年 3月時点のものを
使用している。またレッドリスト種数割合等の数値は、未整理のものを除いた数値であり、昆虫類全体で記
録のある種は最低でも 8,000 種以上とされている。 

       
 

（３）生態系 

①原生的地域 

昭和 33年に県内の優れた自然の風景地の保護と利用の増進を目的に「愛媛県県

立自然公園条例」（昭和 33年愛媛県条例第 50 号）を制定し、「四国カルスト」、「篠

山」、「皿ケ嶺連峰」などの県立自然公園を指定するととともに、昭和 48 年には、

人の手がほとんど入っていない優れた自然環境を維持している地域を保全するた

め、「愛媛県自然環境保全条例」（昭和 48 年愛媛県条例第 32 号）を制定し、これ

に基づき、赤石山系及び小屋山の２つの県自然環境保全地域を指定しています。 

 これらの地域及び、国が指定している石鎚国定公園と笹ヶ峰自然環境保全地域は、

原生的な自然環境が残され、本県の豊かな生態系として重要な地域となっていま

す。 
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里地里山とは 
里地里山とは、原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次

林、それらと混在する農地、ため池、草原などで構成される地域です。農林業などに
伴うさまざまな人間の働きかけを通じて環境が形成・維持されてきました。 
 里地里山は、特有の生物の生息・生育環境として、また、食料や木材など自然資源
の供給、良好な景観、文化の伝承の観点からも重要な地域です。  
しかし、里地里山の多くは人口の減少や高齢化の進行、産業構造の変化により、里

山林や野草地などの利用を通じた自然資源の循環が少なくなることで、大きな環境変
化を受け、里地里山における生物多様性は、質と量の両面から劣化が懸念されていま
す。 ※環境省自然環境局 「里地里山の保全・活用」ＨＰより抜粋  

②森林地域 

本県の森林は、約 40万 ha と、県土面積（約 57万 ha）の約 71％を占めており、

木材の供給だけではなく、土砂崩壊などを防止する県土保全、土壌に水を貯える

水源かん養など、多くの公益的機能を有しているほか、最近では、地球温暖化防

止の観点から、二酸化炭素の吸収効果も期待されています。 

また、森林は、陸上の生物種の８割が生息･生

育し、最も豊かな生物種の宝庫といわれており、

森林そのものが県土の生態系ネットワークの根

幹として、本県の豊かな生物多様性を支える役

割を果たしています。 

   

  ③里地里山地域 

本県の里地里山は、先人達が里山を開墾し維持してきた農産物や林産物の生産

の場であり、県土の保全機能、水源かん養機能や都市住民のやすらぎや癒しの場

の提供等の多面的機能を有しているとともに、人間活動と共生してきた野生動植

物の生息・生育の場となっています。 

 特徴としては、傾斜地や段畑には、うんしゅうみかんなどのかんきつ類やくり、

柿、キウイフルーツ等の果樹が２万ｈａ余り栽培され、水田においては、ほ場整

備が実施され大型機械による効率的な農業経営から、泉谷の棚田（内子町五十崎）

のように環境や景観に配慮した人力による営農まで様々な生産活動が行われてお

り、長い人間活動のなかでその土地固有の自然環境が形成されています。 

 加えて、瀬戸内海特有の温暖で雨の少ない気候のため、冬に水田で生産する裸麦

の生産量が日本一であり、麦畑にはヒバリが多く生息するとともに、里地里山の象

徴であるため池が県内には 3,255 カ所あり、農業用水の主水源や洪水調整の場だけ

でなく、多様な生物の生息･生育地としても重要な場所となっています。 

 

④河川・水辺地域 

本県の河川の多くは、地形上流路が狭く急流で、また、土砂の流出が激しいため

天井川が多く見られるのが特徴です。河川は、治水、利水の機能を持つだけでなく、

魚類などの水生生物をはじめ多様な生物の生息･生育地となっています。 

 特に、河口はハクセンシオマネキなど多くの水生生物が生息し、シギ・チドリ類

用語解説 

石鎚山系の新緑
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等渡り鳥の渡来地となっている加茂川河口の干潟などは生物多様性にとって重要

な場所でもあります。 

 また、河川、ため池などの水系は、上流における森林、中流における田園や都市、

下流における沿岸部などをつなぐことで本県の生態系ネットワークの重要な柱と

なることが期待されます。 

 

⑤里海・沿岸地域 

本県の海岸線は延長1,706km(全国第5位)であり、

自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号)に基づき、

環境大臣が指定している「瀬戸内海」及び「足摺

宇和海」の２つの国立公園があります。 

 大小 200 余りの島々が散在し、瀬戸内海の遠浅

の砂浜海岸、宇和海のリアス式海岸など、美しい自然景観を有するだけでなく、

多様な生物の生息・生育の場であるとともに、良好な漁場、養殖の場、水質浄化

や自然との触れ合いなどの多面的な機能を有しています。 

 

⑥都市地域 

本県の都市地域を代表する松山圏域は、本県の人口の 44.5％を占め、特に松山

市は、人口が増加傾向であることから、道路や下水道施設など都市機能の整備が

進むなかで、地面がコンクリートやアスファルトで覆われ、事業所や住宅が立ち

並び、生物の生存の基盤となる環境が制限されつつありますが、首都圏等大都市

のそれとは異なり、公園や各住居は花壇や生垣等多様な生物の生息・生育の場に

恵まれ、市街地から少し足を延ばすことで豊かな自然に触れ合うことができる環

境にもあります。 

 また、松山市の中心部にある松山城山樹
じゅ

叢
そう

（樹木）は、県の天然記念物に指定

され、アカマツ、ツブラジイ、クスノキなどの木々が茂り、アオキ、タラヨウ等

の照葉常緑樹、さらにその下にはいろいろなシダ類が生育しています。このよう

に、潜在植生のよく発達した城山はハヤブサの飛来も見られ、多くの野鳥や昆虫

にとって良好な生息環境となっています。 

 

里海とは 
里海とは、「人手が加わることにより生物生産性と生物多様性が高くなった沿岸海

域」のことです。 
里海は、古くから水産・流通をはじめ、文化と交流を支えてきた大切な海域です。

高い生物生産性と生物多様性が求められるとともに、人と自然の領域の中間点にある
エリアでもあり、陸地でいう里山と同じく人と自然が共生する場所でもあります。健
全な里海は、人の手で陸域と沿岸海域が一体的に総合管理されることによって、物質
循環機能が適切に保たれ、豊かで多様な生態系と自然環境を保全することで、私たち
に多くの恵みを与えてくれます。この貴重な財産を次代へと継承するため、より多く
の人が環となって「望ましい沿岸海域の環境」を維持していかなければなりません。 
※環境省「里海ネット」ＨＰより抜粋  

用語解説 

瀬戸内海国立公園
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２ 本県の課題 

（１）野生動植物の生息･生育環境の悪化 

   昭和 53 年以降の土地利用の状況等を見ると、宅地が増加する一方で、田畑、山

林、池沼、藻場、干潟が減少し、野生動植物だけでなく、その生息･生育地そのも

のの破壊や分断により種の生存に大きな影響を与えていると考えられます。 

  こうしたことからも、条例等に基づく生息･生育地の保護管理を進めるとともに、

野生生物が生息地空間で移動･分散する経路を確保する連続性のある森林や緑地な

どの空間である生態系ネットワークの形成を図ることが必要となっています。 

また、開発行為等の実施に際しては、野生動植物の保護に最大限の配慮を図りつ

つ、自然との共生を図りながら進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）             単位(k㎡) 

30 年間の増減（①→②）  昭和 50年① 

 

平成 17年② 

 面積 増減率(%) 

森林面積 4,039 4,009 △30 △0.7 

     愛媛の森林･林業(平成 21年度) 

 

（２）人の関わりや営みの減少 

①里地里山地域での耕作放棄地や放置林の増加 

一次産業従事者を含めた人口の減少や高齢化の加速等により、特に、耕作放棄

地面積は大きく増加しており、人間の二次的自然環境への働きかけが縮小してい

ます。 

また、木材価格の低迷等による経営意欲の減退などから、間伐等の手入れが行

き届かない森林が増加傾向にあるほか、タケノコ生産の不振等により農地や人工

林への竹の侵入が加速され、森林の公益的機能の低下が懸念されています。 

こうした里地里山においては、保全を担ってきた農林業者や地域住民だけで引

き続きその役割を担うことは困難になっています。一方、一部の民間団体や企業

など新たな主体による、環境教育や自然体験の場、地球温暖化防止などの観点か

らの保全活動が活発化しており、こうした新たな担い手、さらには行政や教育機

関、専門家なども加えた多様な主体が協働し、耕作放棄地の解消や身近な森林の

表 土地利用の推移 
 昭和５３年① 昭和６３年 平成１０年 平成２０年② 30 年間の増減（①→②） 

  面積（ｋ㎡） 構成比 面積（ｋ㎡） 構成比 面積（ｋ㎡） 構成比 面積（ｋ㎡） 構成比 面積（ｋ㎡） 増減率 

田畑 831.56  16.3  837.75  16.2  813.79  15.5  786.31  15.7  △ 45.25 △ 5.4 

宅地 164.50  3.2  199.51  3.8  222.79  4.2  238.55  4.8  74.05 45.0 

池沼 11.25  0.2  12.11  0.2  10.16  0.2  7.94  0.2  △ 3.31 △ 29.4 

山林 2,558.12  50.2  2,626.14  50.7  2,615.83  49.7  2,543.47  50.9  △ 14.65 △ 0.6 

牧場原野 19.26  0.4  27.70  0.5  27.80  0.5  27.89  0.6  8.63 44.8 

その他 1,506.65  29.6  1,479.04  28.5  1,573.97  29.9  1,393.62  27.9  △ 113.03 △ 7.5 

合計 5,091.34  100.0  5,182.32  100.0  5,264.34  100.0  4,997.78  100.0  △ 93.56 △ 1.8 

愛媛県統計年鑑（市町振興課調べ「固定資産の価格等の概要調書」による。） 

１）「その他」は、塩田、鉱泉地、雑種地、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公

衆用道路及び公園である。 

２）四捨五入のため、計が一致しない場合がある。 
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整備など里地里山の保全活動を実施する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

②野生鳥獣被害の増加 

  里地里山地域の衰退に伴う人間の活動域の後退、温暖化等の生息環境の変化に伴

う野生鳥獣の個体数及び生息域の拡大、地域住民の生活様式の変化に伴う集落機

能や共同体機能の低下などを背景に、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等の野

生鳥獣による生態系への影響や農林作物等への被害が深刻化しています。また、

カワウの増加による内水面漁業や養殖業への被害も顕在化してきました。 

バランスのとれた生態系を維持していくためには、個体数の調整や生息環境の

整備等により、野生鳥獣の種の特性に応じたきめ細かな管理を進める必要がある

ほか、農林水産被害を防止するためには、未収穫果実の除去等により鳥獣を呼び

込まない環境整備、防護柵等により鳥獣を侵入させない施設整備、被害を及ぼす

個体群を捕獲する鳥獣捕獲、地域ぐるみで面的・継続的に取り組む集落づくりな

どの対策を総合的に進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【野生鳥獣による被害の一例】 
・滑床地域の鬼ケ城山系では、ニホンジカの食害による山頂付近のササ

の衰退･消滅が見られます。 
・南予地域を中心に、イノシシによる果樹被害や、ニホンジカによる森

林被害が増加しています。 

 
和牛放牧による耕作放棄地解消の取組 

農作物被害額の推移

365,000 367,754

425,682

380,004

429,773

351,277

517,451

339,485 349,113

314,954

435,889

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

5年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年度 20年度 21年度 22年度

千円

イノシシ

シカ

その他獣

ヒヨドリ

カラス

その他鳥

計

本県における耕作放棄地面積の推移 

担い手・農地保全対策室資料
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（３）希少種の絶滅のおそれと外来生物の分布拡大 

  生物多様性保全のためには、野生動植物の保護は種を問わずに取り組むべきです

が、特に絶滅のおそれのある種の保護は、緊急に進める必要があり、本県では、平

成 11 年から４ヶ年をかけて、県内の絶滅のおそれのある野生動植物をリストアッ

プし、平成 15 年 3 月に生息･生育状況等を取りまとめた｢愛媛県レッドデータブッ

ク｣を作成し、種の保護を図ってきました。 

  レッドデータブック作成後、概ね 10年を迎えようとしてお

り、野生動植物の現存個体数やそれらをとり巻く環境も変化

していることから、改めて情報収集や調査を行ったうえで、

レッドデータブックの見直しを進め、絶滅のおそれのある種

の保護管理につなげていく必要があります。 

   さらに、オオクチバスやブルーギルにより在来の水生生物

が捕食されたり、ミシシッピアカミミガメ(通称：ミドリガメ)

による生息環境の競合による在来種の駆逐が見られたり、ス

クミリンゴガイにより水稲や水生植物への食害が各地で多発したりと、在来種の数

の減少や生息･生育地の縮小や農林水産業への被害も懸念されています。 

こうしたことから、外来生物の生息･生育状況や生態系への影響等を継続的に調

査し、防除対策などを適切に進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

（４）地球温暖化による影響 

  松山地方気象台の観測による平均気温の経年変化を見ると、年平均気温は、上昇

傾向を示しており、100 年当たり 1.72℃（統計期間：1890～2008 年）の割合で上

昇しています。 

 こうした気温の上昇に伴い、南方系のチョウ「クロマダラソテツシジミ」が県内

で確認されたり、九州南部のみに分布されるとされていた「アカマルカイガラムシ」

が本県南部に侵入･定着し、かんきつ類に被害が発生したりしているといわれてい

ます。 

 こうしたことからも、「愛媛県地球温暖化防止実行計画(平成 22年 2月)」に基づ

く地球温暖化防止対策を推進することで、生物多様性の保全につなげていくことが

重要となっています。 

 

（５）県民生活や社会経済活動における生物多様性の認識・配慮不足 

 ①県民生活における「生物多様性」の認識不足 

  平成 21 年に実施した県民世論調査によると、「生物多様性」という言葉を知っ

ている 12.1％、聞いたことがある 26.9％、知らない 61.0％となっており、まだ

まだ浸透していないのが実情です。 

【直接的な種の減少の一例】 
県内においても業者や愛好家などによる野生動植物の過剰な採取や違

法な捕獲がみられ、直接、種の個体数を減少させています。 
・奥道後玉川県立自然公園内でのクマガイソウの盗掘（平成 19年） 
・新居浜市におけるオオルリ、キビタキなどの密猟（平成 20年） 

愛媛県レードデータブック
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  さらには生きものが嫌いという意識を通り越し、生きものに関心のない方々が

多くなったともいわれています。 

    また、一方で保護活動の一環として、ホタル・ドジョウ･メダカ等の放流やホ

テイアオイ等植物の移植などが各地で行われていますが、地域の実情を踏まえな

いで行う安易な行為は遺伝子のかく乱など、その地域の生態系を崩すことにもな

りかねません。 

生物多様性保全の各種施策を進めていく上においては、まずは県民の方々が、

生物多様性とは何か、生物多様性の保全がなぜ必要なのか理解し、生物多様性保

全に関心を持っていただくことが重要です。 

そうしたことからも、教育機関、事業者、各種団体などの協力を得ながら、教

育･学習･体験の推進やライフスタイルの転換の提案を通じて、生物多様性保全を

広く地域社会に浸透させていくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②社会経済活動における「生物多様性」への配慮不足 

    農林水産業、製造業、建設業、サービス業などの事業活動は、私たちに食料の

安定供給や便利で快適な生活を提供してきた一方で、自然環境を破壊してきたこ

とも否定できません。便利で快適な生活を追及するあまり、生物多様性が失われ

れば、私たち人類にも大きな影響が出ると考えられます。 

    そのためにも、これからの社会経済活動を展開していく中では、生物多様性の

恵みを将来にわたって享受できるよう、生物多様性に配慮した方法を選択してい

くことが必要です。 

 また、一方で生物多様性の保全は、これまでのボランティア活動だけでは限界

があることからも、例えば、生物多様性に配慮した農産物の生産流通体制の整備、

バイオ燃料の普及拡大、エコツーリズム等の事業化など、社会経済活動に生物多

様性の視点を浸透させていくことが求められています。 

 生物多様性に対する県民の認識度 （平成21年度 県民世論調査） 

○調査地域 愛媛県内 
○調査対象 20歳以上の男女 
○調査時期 平成21年10月6日～20日 
○標本数 2,000人 
○回収率 71.3％ 

【参考】 内閣府による世論調査（平成21年6月） 
「言葉の意味を知っている」 12.8％ 
「言葉は聞いたことがある」 23.6％ 
「聞いたこともない」      61.5％ 

知らない
61.0%

知っている
12.1%

聞いたこと
がある
26.9%
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「えひめの生きもの見守り隊」推進プロジェクト 
  （カスミサンショウウオ保護管理推進事業） 
 
 希少な野生動植物の保護管理活動は、県民、事業者、民間団体、行政等の幅広い主体
によって推進することが必要で、その実施に当たっては、その種の生息・生育の状況を
踏まえた科学的データに基づき、必要な対策を計画的に実施する必要があります。 
 そのような中で、県では平成 21 年３月に「愛媛県野生動植物の多様性の保全に関す
る条例（平成 20 年愛媛県条例第 15 号）」に基づき、特に保護を図る必要があるものと
して、カスミサンショウウオなど 13 種の特定希少野生動植物と６区の保護区を指定し
ています。そこで、カスミサンショウウオを対象に種の生態及び周辺環境のモニタリン
グ調査を実施し、幅広い主体が参画した保護管理方法を検討し、人と野生動植物が共生
できる環境づくりを進めている事例を紹介します。 
 
 特定非営利活動法人愛媛生態系保全管理は、平成 22年度に県、今治市、乃万小学校、
乃万公民館、宅間自治会、愛媛県総合科学博物館、面河山岳博物館と協働して、カスミ
サンショウウオの生息状況等調査、カスミサンショウウオ保護管理研修会の開催、保護
管理方法の具体的計画の作成を行いました。 
 
 ① カスミサンショウウオの生息状況等調査 

カスミサンショウウオの個体や生息環境に影響
を与えない調査方法を採用し、個体及び卵嚢を捕
獲し体長等を計測するなど生態調査を行うととも
に保護区及び保護区周辺の環境について調査しま
した。   
 

② カスミサンショウウオ保護管理研修会の開催 
  ○宅間自治会  

地域住民の方たちが、カスミサンショウウオの
生態や条例保護区について学習し、保護区を中心
とした環境の維持管理や保全について話し合い意
見交換を行いました。 

○乃万小学校  
１回目は、６年生の児童たちが、カスミサンシ

ョウウオの生態や保護区周辺の環境について学習しました。２回目は、屋外授業
として、保護区に行き、保護区内の水路や草地の環境、卵嚢、ニホンアカガエル
の卵隗、オニヤンマのヤゴなどを確認し、カスミサンショウウオが生息する環境
について学習しました。 

○乃万公民館  
地域住民の方たちが、カスミサンショウウオの生態や条例保護区について学習

し、住民の方から新たな産卵場所の情報が提供されるなど情報交換を行いました。 
 

③ 保護管理方法の具体的計画の作成 
   愛媛県に生息するカスミサンショウウオ個体群の保護管理事業計画（案）を作

成しました。 
 
これらの活動を通じ、「公民館便り」等の広報誌により、カスミサンショウウオの保

全について啓発活動に取り組むこととなり、小学校では、継続してカスミサンショウウ
オについて学習する機会を設けるなど、地域において希少な生きものを守る体制が整い
つつあります。 

事例紹介 

 

カスミサンショウウオ

乃万小学校の屋外事業
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第３章 目指すべき将来像と目標 

１ 目指すべき将来像  

    本戦略における愛媛の目指すべき将来像を 

「100 年先も 生きものみんな やさしい愛顔（えがお）」 

とし、やさしい愛顔あふれる「えひめ」づくりを目指します。 

  

 

 

 

 

 

 

２ 目標 

（１）目標の内容 

 本県の課題や現状を踏まえ「100 年先も 生きものみんな やさしい愛顔（えがお）」

を実現するため、次の目標を設定し、各種施策や取組を推進することとします。 

 

①生物多様性の保全と管理 

本県では長い年月をかけ、山、川、海、里地、里山、里海といった豊かな自然

環境の中で、私たち人間も含めた生きもののつながりによって本県固有の生物多

様性を育んできました。今後とも安定した生物多様性を確保するため、多様な生

きものを守り、その生息･生育地となる生態系を保全・再生し、モニタリング等を

行いながら状況に応じて適切に対応し管理していくことを目指します。 

  

  ②生物多様性の恵みの持続可能な利用 

   生物多様性の恵みは無限ではありません。将来にわたって生物多様性の恵みを享

受するために、生物多様性に及ぼす影響が回避され又は最小となるよう、社会経済

的な仕組みを考慮した生物多様性の恵みの持続可能な利用を目指します。 

      

  ③多様な人々の連携･協働 

生物多様性保全のためには、県民みんなで取り組むことが必須です。 

   私たち一人一人が本県の生物多様性の実情を理解し、県民、ＮＰＯ等民間団体、

農林水産業者、企業等事業者、大学等教育機関、行政などそれぞれの主体が連携･

協働しながら、それぞれの役割を果たしていくことを目指します。 

 

（２）目標期間 

・最終目標 100 年先 

（生物多様性の状況や社会経済状況の変化を踏まえ、５年を目処に戦略を見直す。） 

 

 

山、川、海、里地、里山、里海など多様な自然環境のもと、魅力と活力に満
ちた農林水産業やものづくりが営まれている愛媛の地域特性を踏まえ、将来
にわたって生物多様性の恵みを享受し、人と自然が共生し、豊かな自然と文
化が守り育まれる、100年先も、人を含め生きものみんなが「やさしい愛顔（えが
お）」でいられる社会の実現を目指します。 
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第４章 行動計画(中期的に取り組む具体的施策) 

本県では、人々は豊かな生態系から育まれる生物多様性の恵みを受けて暮らしてお

り、大都市圏とは異なり、身近に豊かな自然に触れ合うことができる環境に恵まれて

います。しかし、その恩恵を享受しながら暮らしていることに、多くの人々は気付い

ていません。 

本来、人々の暮らしの中には、多様な生きものと結びつく知恵や技能が内包されて

います。例えば、昔から人は木や草花、魚などの何十、何百種類の生きものを分類し、

食べ物や薬、道具などとして利用し、取り過ぎて、多様な生きものからの恵みが絶え

ることがないよう長年の知恵を言い伝えてきました。また、現在も城や寺社、公園等

にある身近な自然を癒しの空間として利用し、節句や春の七草など生きものと暮らし

を結ぶ知恵が多く含まれる暦や生活習慣、生きものの季語が多数ある俳句、自然や風

土と深くかかわりのある地域色豊かな祭りや郷土料理など、生きものの恵みを受けて

生活しています。 

このように、ありふれた暮らしの中には、生物多様性のしくみが潜んでおり、本戦

略において、人や地域がそれぞれの暮らしの中で育んできた多様な生きものとのつな

がりや絆を「内なる生物多様性」と称しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまで、専門家やＮＰＯ、自治体などが主に野生動植物の保護を進めてきました

が、急速に失われる本県の生物多様性を保全するためには、こうした専門家等の取組

の強化に加え、その恵みを直接享受する地域の多くの人々が、生きものとのつながり

を理解し、その保全に様々な方向から取り組むことが求められています。 

そこで、目指すべき将来像である「100 年先も 生きものみんな やさしい愛顔（え

がお）」の実現に向け、県民総ぐるみで生物多様性の保全に取り組むため、まず、県

民一人一人が、自分と生きものとのつながり、つまり「内なる生物多様性」を見出し、

守り伝えることに重点をおき、『伝えていこう！生きものの恵みと愛媛の暮らし』を

テーマとして掲げ、本県の現状と課題に対応した次の取組を計画的に推進します。 

 

 

 

内なる生物多様性とは 
人の暮らしの中には、多様な生物と結びつく知恵や技能が内包されています。例え

ば、里山に暮らす婦人が五感を活用し 600 種にも及ぶ植物を分類し、それを食物や薬
として生活に利用するとともに、その手法を後世に伝承するなど生物と暮らしを結ぶ
知恵。このような、ありふれた暮らしの中に生物多様性の構造や機能が潜んでいるこ
とがあります。それらを総称し「内なる生物多様性」と呼ぶこととします。 
 

引用文献  
・日鷹一雅（2010） 外からの生物多様性から内なる生物多様性へ.  地球のこども,  

環境教育フォーラム, 21（4）： 21-22. 
・日鷹一雅（2011） 農生態学からみた農山漁村の生物多様性の評価と管理. 農林水産業を支え

る生物多様性の評価と課題, シリーズ 21 世紀の農学 （日本農学会編）, 養賢堂, 17-40p. 
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１ 生物多様性の保全と管理 

（１）優れた自然環境の保全・再生 

【対応課題：野生動植物の生息・生育環境の悪化】 

取 組 内 容 

①自然環境保全地域等 

の優れた原生的自然 

の保全 

 

 

 

・地域固有の希少な野生動植物や優れた景観を有する瀬戸

内海・宇和海・石鎚山等の自然公園や自然環境保全地域

内においては、その自然環境が健全な状態で維持される

よう、法令に基づく管理を徹底するとともに、監視体制

を強化するなど、適切な保全に努めます。 

・野生鳥獣による生態系の被害については、個体数管理を

徹底するなど、関係機関が連携し、適切に対応します。 

・サンゴ食巻貝等によるサンゴの食害など、貴重な自然環

境が失われるおそれのある地域においては、被害を及ぼ

す貝の駆除など関係機関が連携し、適切に対応します。 

・携帯トイレの普及などを通じて、原生的自然を有する地

域内の環境負荷の軽減と美化に努めます。 

②自然公園の適切な管

理の推進 

 

 

 

・生物多様性に配慮し、安全で快適な自然公園の利用を確

保するための駐車場、遊歩道、案内板、防護柵等を計画

的に整備します。 

・自然保護指導員、自然公園指導員を中心に、団体等のネ

ットワーク化により情報の収集･共有、研鑽等を図り、指

導者による適正な利用指導を強化します。 

・自然公園法及び愛媛県県立自然公園条例に基づき、高山

植物その他の植物で環境大臣又は知事が指定するものの

違法な採取等の防止に努めます。 

③里地・里山・里海の

適切な管理の推進 

 

 

・多様な生物の生息・生育の場である里地・里山・里海の

保全・再生と多面的機能の発揮に努めます。 

・特に瀬戸内海沿岸で発生する山火事について人為的な要

因を防ぐよう啓発します。 

 

（２）希少野生動植物等の保護、生息・生育地の保全と管理 

【対応課題：野生動植物の生息・生育環境の悪化、希少種の絶滅のおそれと外来生物の分布拡大】 

取 組 内 容 

①生息･生育調査、研究

の推進 

 

 

・野生動植物の保護管理を適切に実施するため、個体やそ

の生息･生育地等の状況をモニタリングするとともに調

査･研究を行います。 

・絶滅のおそれのある野生動植物の保護管理等に活用する

ため、レッドデータブックの定期的な見直しを行います。 

・個人や市町等が保有する県下の貴重な標本や資料等の情

報収集・保全に努めます。 
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取 組 内 容 

②種の保護と生息･生

育環境の保全･回復 

 

・愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例に基づき、

「特定希少野生動植物」や「特定希少野生動植物保護区」

の指定を行い、捕獲･採取や開発行為等を規制します。 

・保護管理事業計画を定め、個体数の増加や増殖等に努め

ます。 

・保護活動を効果的かつ的確に実施するため、保護活動団

体の育成･確保を進めます。 

・野生動植物保護推進員、自然保護指導員、鳥獣保護員等

の監視･指導体制の充実を図ります。 

・天然記念物など貴重な種やその自然環境の保全や回復に

努めます。 

・特に本県では里地・里山・里海に希少な野生動植物が多

いことから、それらの保全や回復に努め、今後、生物多

様性センター（仮称）・博物館・動物園等が連携し県内の

絶滅危惧種を展示・保全するフィールドミュージアムに

ついても検討を進めます。 

 

（３）開発行為等における影響評価 

【対応課題：野生動植物の生息・生育環境の悪化、希少種の絶滅のおそれと外来生物の分布拡大】 

取 組 内 容 

①環境影響評価の適正

な実施 

 

・環境影響評価法や愛媛県環境影響評価条例に基づく環境

影響評価手続の的確な実施を図るとともに、環境影響評

価法の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 27 号)で

戦略的環境アセスメントが導入されたことを踏まえ、県

における戦略的環境アセスメントのあり方について生物

多様性の質・量ともに配慮するよう検討を行います。 

②生物多様性に配慮し

た公共工事等の推進 

 

・各分野での個別計画や指針の策定にあたっては、生物多

様性に配慮した施策や取組の導入について検討を進めま

す。 

・法令に基づく環境影響評価の対象とならない開発行為に

あっても、生物多様性に配慮するための指針を作成し、

その的確な運用を図ります。 

・木材やリサイクル資材の積極的な利用に努めるとともに、

自然景観の保全など、生物多様性に配慮した工事等に努

めます。 

・モニタリング等を行いながら状況に応じ適切に対応する

管理（適応的管理）を促進します。 
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（４）野生鳥獣の適正管理 

【対応課題：野生動植物の生息・生育環境の悪化、人の関わりや営みの減少】 

取 組 内 容 

①野生鳥獣の適正

管理の推進 

 

・野生鳥獣の生息状況等を調査し、生息地や渡来地などの重要

な区域を鳥獣保護区等に指定し、生息環境を保全します。 

・個体数の増加しているイノシシやニホンジカについては、植

生や農林作物等への被害が顕著となっているため、特定鳥獣

保護管理計画に基づき、被害の防止等のため個体数の調整に

努めます。 

②農林水産被害 

の防止 

 

 

・野生鳥獣による農林水産被害を防止するため、防護柵の設置

等、有害鳥獣を侵入させないための施設整備を推進するとと

もに、未収穫作物の除去や農地周辺の草刈り等、有害鳥獣を

呼び込まない集落環境の整備を促進し、鳥獣害を受けにくい

集落づくりを進めます。また、地域における捕獲隊の組織化

や狩猟者の育成、隣接市町や隣接県との連携一斉捕獲に取り

組むとともに、捕獲後の獣肉の有効利用を支援し、計画的か

つ効率的な捕獲を進めます。 

 

（５）里地・里山・里海の保全・再生と多面的機能の発揮 

【対応課題：人の関わりや営みの減少、野生動植物の生息・生育環境の悪化】 

取 組 内 容 

①里地里山の保全 

･再生 

 

 

 

・農林業の担い手確保や農林地の利用集積を図るとともに、地

域での農林地等の保全活動を進め、中山間地域等直接支払制

度等を活用し耕作放棄地等の発生防止と解消に努めます。 

・雑木林（広葉樹二次林）の適正管理による多様性の維持、放

置竹林の荒廃・拡大防止及びその廃棄材の有効活用により里

山の自然環境の保全・再生に努めます。 

・ため池、農地、用排水路、林道等の農林業生産基盤の整備に

ついては、農林業者や地域住民との話し合いのもと、生態系

や自然景観に配慮します。 

・地域ぐるみで取り組む農地、農業用施設、農村環境の保全・

再生を図る農家と地域住民による共同活動を支援します。 

・棚田など地域特有の良好な景観の保全を図るとともに、市民

農園としての活用など、都市住民やボランティアが一体とな

った保全、利用を進めます。 

・一般県民や森林ボランティア、企業等による植林や間伐等の

森林づくり活動が活発化するよう、普及啓発、人材の育成、

ネットワーク化など、県民が森林づくりに参画しやすいサポ

ート体制を強化します。 
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取 組 内 容 

②里海の保全･再生 

 

・水質浄化や多様な生きものの生息･生育の場である干潟、藻

場の保全や再生に努めます。 

・森、川、海を一体的にとらえ、森林の保全が将来の漁場環境

の保全・再生につながることから、漁民の森づくりなどの活

動を進めます。 

③都市地域の保全･

再生 

 

・日常の散策やレクリエーション活動など地域の憩いの場であ

るとともに、災害時の活動拠点の機能を併せ持つ都市公園等

について、生物多様性の保全・再生に配慮した管理等に努め

ます。 

・都市に隣接した河川やため池では、生態系等に配慮した護岸

整備や河川敷を利用した遊歩道等の整備など、多自然型の水

辺づくりを進めます。 

④流域の保全･再生 

 

・奥山から河口の干潟にかかる流域の一体的な生物多様性の保

全・再生に努めます。 

 

（６）外来生物対策の推進 

【対応課題：希少種の絶滅のおそれと外来生物の分布拡大】 

取 組 内 容 

外来生物の実態調

査と防除の推進 

 

 

・外来生物の状況や生態系などへの影響についての調査や研究

を進めます。 

・愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例に基づき、地

域の生態系に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある

ものを公表し、みだりに放つことなどを防止します。 

・外来生物の侵入や定着防止等のため、愛媛県外来生物対策マ

ニュアルや各種調査データなどの情報提供を進め、広く県民

の理解促進に努めます。 

・飼養動物等の遺棄の防止など、適正飼養についての啓発を行

い、動物の愛護と適正管理を進めます。 

・既に県内に定着し生態系等に影響を及ぼしている、又は及ぼ

すおそれのある外来生物については、科学的知見に基づき防

除計画を作成し、完全排除に努めます。 

 

（７）低炭素社会、循環型社会の形成に向けた取組の推進 

【対応課題：地球温暖化による影響】 

取 組 内 容 

①地球温暖化防止

対策（低炭素社

会）の推進 

 

・「愛媛県地球温暖化防止実行計画」に基づき、県民の暮らし

と低炭素社会の両立の実現を目指し、総合的な地球温暖化防

止対策と相互に関連し合いながら、生物多様性の保全を進め

ます。 
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取 組 内 容 

②循環型社会の構

築に向けた取組

の推進 

 

・「第二次えひめ循環型社会推進計画」に基づき、３Ｒ活動と

廃棄物の適正処理を一層推進し、環境への負荷の少ない持続

的発展が可能な社会を実現することで、生物多様性の保全を

進めます。 

 

（８）内なる生物多様性の発掘と利活用の推進【対応課題：人の関わりや営みの減少】 

取 組 内 容 

①内なる生物多様

性の発掘のため

の取組 

 

・自分自身の日常の暮らしや文化活動の中に潜んでいる生物多

様性に気づいていないことがあります。そこで自分の中の生

物多様性を引き出し、その重要性を自覚してもらうために、

専門家等を交え住民座談会やワークショップ、観察会、句会

など県民参加型のイベントを開催し、内なる生物多様性の発

掘・深化を進めます。 

②内なる生物多様

性の利活用のた

めの取組 

・①の取組を通じて発掘された内なる生物多様性資源をカード

化し、県民に周知するとともに社会経済活動に組み入れ、利

活用を進めます。 

 

２ 生物多様性の恵みの持続可能な利用 

（１）生物多様性保全をより重視した農林水産業の推進 

【対応課題：県民生活や社会経済活動における生物多様性の認識・配慮不足】 

取 組 内 容 

①農業における 

取組 

 

・資源の循環利用による土づくりや化学肥料・農薬の使用削減

など環境への負荷軽減や食の安全・安心について配慮する取

組を一歩進め、生物多様性保全をより重視した環境保全型農

業及び「愛媛県特別栽培農産物等認証制度(エコえひめ)」を

推進します。 

・生物多様性保全をより重視した環境保全型農業の技術体系と

指導体制を確立するとともに消費者への理解の増進に努めま

す。 

②林業における 

取組 

 

 

・林業が産業として継続することが、森林を維持し生物多様性

保全につながることから、林道等生産基盤の整備や作業の集

約等により効率的かつ安定的な林業経営の確立を目指しま

す。 

・森林整備の担い手の確保・育成と地域資源を利用できる人材

の育成を進めます。特に新規就業・異業種からの参入を促進

するとともに、生物多様性に配慮し長期的視点に立った森林

づくり計画を指導できる愛媛型フォレスター等の指導者・技

術者の確保育成に努めます。 
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取 組 内 容 

②林業における 

取組 

 

・人工林では計画的な伐採（主伐・間伐）を実施し原木の安定

供給体制の構築を進めるとともに、天然林では適正な維持管

理により、多様な森林づくりを推進し、二酸化炭素吸収や野

生動植物の生息･生育地、水源かん養などの機能が発揮でき

る生物多様性保全をより重視した森林整備を進めます。 

・県産材の利用拡大、未利用間伐材等の木質バイオマス資源と

しての利用促進に努めます。 

・取組の推進には森林環境税を活用し、生物多様性の保全を進

めます。 

③水産業における 

取組 

 

・生物多様性保全をより重視し資源管理を基本とする漁船漁業

と環境への負荷が少なく効率的な養殖生産を進めます。 

・沿岸域の水質や底質等の漁場環境のモニタリング、廃棄物等

の除去、藻場づくりを進め、生物多様性保全をより重視した

豊かな漁場づくりに努めます。 

④農林水産業全体 

における取組 

・地産地消を進め、地域特有の多種多様な産物の生産等を推進

します。 

・農林水産業者の内なる生物多様性の発掘・深化を進めます。 

・農地における多様な水辺環境の創生や漁場における藻場の保

全等により地域の多様な生きものを育みながら生産した農

林水産物であることを伝える「生きものマーク」などの生き

ものブランド化について検討を進めます。 

 

（２）事業活動における生物多様性保全への配慮 

【対応課題：県民生活や社会経済活動における生物多様性の認識・配慮不足】 

取 組 内 容 

①低炭素ビジネス

の推進 

 

・低炭素をキーワードとした新たな製品･サービスとして「CO2

排出ゼロビジネス」の育成や「CO2が見える」ものづくりの推

進を図ります。 

・県産業技術研究所において、自動車を始めとする様々な製品

の電動化について、地域の産学官が共同で技術開発を行うと

ともに、技術を活かしたビジネスモデルの開発等に取り組み、

新たなＥＶ関連産業の創出を図ります。 

・みかん搾汁残さ等、地域特有の未利用バイオマス資源からの

バイオエタノール製造技術の開発等の再生可能なエネルギー

の導入促進、普及に努めます。 

②循環型社会ビジ

ネスの推進 

 

・他の模範となるリサイクル製品や３Ｒに積極的に取り組む事

業所、店舗等を優良モデルに認定する「資源循環優良モデル

事業」の優良モデルを普及啓発するとともに、リサイクル製

品の販路拡大支援など支援の内容を充実していきます。 
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取 組 内 容 

③公共事業におけ

る取組 

・木材やリサイクル資材の積極的な利用に努めます。 

・ビオトープの創出や地域性種苗を用いる等生物多様性に配慮

した工法の採用を進めます。 

 

（３）県民生活における生物多様性保全の推進 

【対応課題：県民生活や社会経済活動における生物多様性の認識・配慮不足】 

取 組 内 容 

①生物多様性に

配慮したライ

フスタイルへ

の転換の推進 

 

・地域在来の生きものや自然環境に関心をもち、生物多様性保全

の重要性を理解するよう啓発します。 

・希少野生動植物の生息･生育地へのむやみな立ち入りや捕獲･採

取・不当な売買・譲渡等は絶対にしないよう啓発します。 

・観察会、エコツーリズムなど自然と触れ合う機会に積極的に参

加するよう啓発します。 

・自然公園等の利用に当たっては、ゴミの持ち帰り、動植物の採

取はしない、車両は乗り入れないなどのマナーを遵守するよう

啓発します。 

・外来生物の被害予防３原則（入れない、捨てない、拡げない）

について啓発するとともに、飼育･栽培する動植物には最後まで

責任を持ち、途中で世話を投げ出したり、山野、水辺などに放

逐したりしないよう啓発します。 

・地産地消に努め、特に生物多様性に配慮し生産された農林水産

物への理解を深め、優先的に購入・利用するよう啓発します。 

・生物多様性保全活動等に参加･協力するよう啓発します。 

・環境家計簿の利用などを通して、省エネ、省資源型のライフス

タイルを実践し、廃棄物や温暖化の生物多様性への悪影響を軽

減するよう啓発します。 

・啓発にあたってはライフスタイルに関する生物多様性配慮指針

の作成等により効果的に推進します。 

②エコツーリズ

ムの推進 

 

・住民座談会やワークショップ等を開催し、地域の自然・歴史・

生活文化等の資源を発掘します。 

・地域の資源に付加価値を加え説明できるガイドや地域コーディ

ネーターの育成に努めます。 

・エコツアー実施運営組織の育成支援に努めます。 

・自然公園等の区域内において、標識等の施設整備を推進します。 
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３ 多様な人々の連携･協働 

（１）県民総ぐるみで「内なる生物多様性」を見出し守り伝える意識の高揚 

【対応課題：県民生活や社会経済活動における生物多様性の認識・配慮不足】 

取 組 内 容 

①内なる生物多様性

の発掘 

 

・身近なことから生物多様性の重要性に気づき、県民の内な

る生物多様性を引き出すための住民座談会やワークショ

ップを専門家等を交え開催します。 

②普及啓発の推進 

 

・内なる生物多様性資源を専門家等を交えカード化し、取組

を周知します。 

・県民等のニーズを踏まえ、ホームページ、各種刊行物、マ

スメディアでの広報や研修会、セミナーなど、多様な機会

を通じて普及啓発します。 

・愛鳥ポスターコンクール、標語､俳句等の募集などにより、

県民の生物多様性保全意識の高揚に努めます。 

・三浦保愛基金等を通じて、地域の自主的な生物多様性保全

活動を促進するため、活動費の助成等の支援を行います。 

・ライフスタイルに関する生物多様性配慮指針の作成等、日

常生活における環境を意識した県民の生活行動の普及に

努めます。 

③教育･研修の場の 

充実 

 

・小中学校、高校では、様々な機会を捉えて生物多様性の必

要性や自然とのつきあい方についての理解を深めるため、

愛媛の生物多様性についての資料を作成し、教員を対象と

した使用についての講習会等の開催に努めます。 

・県生涯学習センターや県総合科学博物館などにおいて、生

涯学習の一環として、生物多様性保全に係る環境学習講座

の充実に努めます。 

・県環境マイスター派遣制度や県職員による「出前講座」の

実施などにより、地域における生物多様性保全の重要性の

理解促進に努めます。 

・自然公園など豊かな自然環境だけでなく、里地、里山、里

海、河川などの身近な自然やそこで生息･生育する野生動

植物等に関する理解を深め、生物多様性保全の意識高揚を

図るため、自然観察会などの学習機会の充実を図ります。 

・自然･歴史･文化など地域固有の資源を活かし、自然保護意

識の向上を図るための「エコツーリズム」の普及･定着に

努めます。 

・動物愛護センターによる動物ふれあい教室などで、家庭動

物等の遺棄防止、終生飼育を啓発し、野生生物の保全に努

めます。 
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取 組 内 容 

④多様な人材の育成 

 

・環境教育を担当する教員、環境マイスター、企業のＣＳ

Ｒ担当者、県試験研究機関職員等の生物多様性保全の指

導を行う者に対する研修機会の充実等、資質向上に努め

ます。 

・学校や事業者等と地域環境活動を行うリーダーをつなぐ

コーディネーターの育成に努めます。 

・県における野生生物の専門職員の配置や人材育成に努め

ます。 

・植林、間伐などの森林整備や耕作放棄地の解消、海岸・

河川の清掃などに、都市住民やボランティアなどの協力

が得られる仕組の整備について検討します。 

 

（２）推進のための基盤づくり 

【対応課題：県民生活や社会経済活動における生物多様性の認識・配慮不足】 

取 組 内 容 

①生物多様性研究拠点

の整備 

・県の衛生環境研究所、病害虫防除所、農林水産研究所、

総合科学博物館、動物愛護センター、動物園等が相互に

連携し、生物多様性保全に係る調査・研究・情報共有を

進めます。 

・生物多様性保全の調査･研究をはじめ、情報の収集･分析･

公表、標本管理、普及啓発、人材育成、ＮＰＯ等の専門

的な支援を一括して行う拠点として生物多様性センター

（仮称）を整備し、大学等教育機関、ＮＰＯ等との連携

を図ります。 

②多様な人々との協

働、ネットワーク化 

・調査研究、保護活動に取り組むＮＰＯ等が、活動等を互

いに検討・討議する場を設け、各主体の交流と研鑽の場

づくりに努めます。 

・ＮＰＯと行政との協働による生物多様性保全活動の募集

提案を行い、モデル事業の実施などを進めます。 

・大学等教育機関、事業者、ＮＰＯ、専門家等との交流を

促進し相互連携が図れるよう、情報共有の場などネット

ワークづくりを推進します。 
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４ 今後５年間で実施する具体的な重点施策 

１～３に掲げる行動計画の中から、本県の実情を踏まえ、重要かつ緊急性の高い

ものを今後５年間の２大重点推進プロジェクトとして位置づけ、新たに取り組む具

体的な施策を行程表に基づき実施します。 

（１）えひめの生物多様性パワーアッププロジェクト 

本県の野生動植物の生息･生育環境は、里地里山における耕作放棄地や放置林の

増加、野生鳥獣や外来生物による被害の拡大、地球温暖化などの影響で悪化して

いることが懸念されます。 

こうしたことから、実態調査に基づく各種対策を早急に進め、「やさしい愛顔あ

ふれる」えひめの豊かな生態系の保全と再生を図ります。 

 

 〔主な取組（詳細はｐ35別表参照）〕 

  ○愛媛県レッドデータブック（ＲＤＢ）の改訂(モニタリング調査) 

  ○特定希少野生動植物の保護管理 

  ○開発行為に関する生物多様性配慮指針の作成 

  ○生態系ネットワークモデルエリアの設置 

  ○多様な人々の連携による里地・里山・里海の再生 

 

目標項目 現況値(Ｈ23 年) 目標値(Ｈ28 年) 

絶滅のおそれのある野生生物の割合 15% 15%(現状維持) 

特定希少野生動植物の指定 13 種 18 種 

特定希少野生動植物保護区の指定 ６ヶ所 ８ヶ所 

特定希少野生動植物保護管理計画の策定 ４計画 ６計画 

耕作放棄地の面積 

 

12,568ha（H22） 

 

2,765ha を対象

に再生利用に取

り組む（H25） 

藻場造成面積 359.61ha(H21) 366.41ha(H26) 

 

（２）えひめの生物多様性認識度３割アッププロジェクト 

平成 21年度に実施した県民世論調査によると「生物多様性」という言葉を知ら

ないという割合が 61%となっており、まだまだ浸透していないのが実情であり、 

さらには生きものが嫌いという意識を通り越し、幼少期からの経験などから無関

心層が多くなったともいわれています。 

こうしたことから、県民の内なる生物多様性を引き出すための生物多様性普及

啓発プログラムを策定したうえで、県民みんなが参画できる学習･体験の推進や生

物多様性に配慮したライフスタイルの転換の提案などを通じて、広く県民に対し

生物多様性保全の必然性の浸透を図ります。 

特に、最終年には、５年間の取組の集大成として「えひめ生物多様性博」を開

催します。 
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 〔主な取組（詳細はｐ36別表参照）〕 

  ○内なる生物多様性の発掘 

   ・住民座談会やワークショップなど県民参加型イベントの開催 

  ○普及啓発の推進 

   ・生物多様性カードを用いた生物多様性普及啓発えひめプログラムの策定 

・保育士、教員等を対象とした生物多様性保全のための研修会(自然観察会等)

開催 

○ライフスタイルの転換 

   ・ライフスタイルに関する生物多様性配慮指針の作成 

  ○協働・連携、ネットワーク化 

   ・えひめの生物多様性保全推進協議会（仮称）及び生物多様性センター（仮称）

を設置し、えひめの人と生きもの学会（仮称）の設立を支援する。 

・生物多様性えひめフェアの開催 

   ・えひめの生物多様性博の開催    
 

 目標項目 現況値(Ｈ23 年) 目標値(Ｈ28 年) 
生物多様性の認識度 39％（Ｈ21） 51％ 
住民座談会及びワークショップ開催回数 - 200 回 

生物多様性カード枚数 - 100 枚 

えひめの人と生きもの学会（仮称）加入数 - 100 人 

保育士、教員等を対象とした生物多様性保

全のための研修会(自然観察会等)開催 
- ６回 

子供・大人向け啓発資料の作成 - ５種類 

エコツーリズムコンテンツ造成数 - 10 種類 

生物多様性フェア等の開催回数 - ３回 
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生
物
多
様
性
の

恵
み
の
持
続

可
能
な
利
用

①　生物多様性保全をより
　　重視した農林水産業の
　　推進

②　事業活動における生物
　　多様性保全への配慮

③　県民生活における生物
　　多様性保全の推進

多
様
な
人
々
の

連
携
･
協
働

①　県民総ぐるみで「内なる
　　生物多様性」を見出し守
　　り伝える意識の高揚

②　推進のための基盤づくり

生
物
多
様
性

の
保
全
と
管
理

　　　　　　　　　　　今後５年間の具体的重点施策
　

①　野生動植物の生息・生育環境の悪化

②　人の関わりや営みの減少
　　・里地里山地域での耕作放棄地や放置林の増加　・野生鳥獣被害の増加

③　希少種の絶滅のおそれと外来生物の分布拡大

④　地球温暖化による影響

⑤　県民生活や社会経済活動における生物多様性の認識・配慮不足
　　・県民生活における「生物多様性」の認識不足
      ・社会経済活動における「生物多様性」への配慮不足

本
県
の
課
題

生物多様性えひめ戦略の推進イメージ

①　優れた自然環境の保全･再生

②　希少野生動植物等の保護、
　　生息・生育地の保全と管理

③　開発行為等における影響
　　評価

④　野生鳥獣の適正管理

⑥　外来生物対策の推進

⑤　里地・里山・里海の保全・
　　再生と多面的機能の発揮

⑦　低炭素社会、循環型社会の
　　形成に向けた取組の推進
⑧　内なる生物多様性の発掘と
　　利活用の推進

 ①えひめの生物多様性パワーアッププロジェクト
   ○愛媛県レッドデータブックの改訂
　 ○特定希少野生動植物の保護管理
　 ○開発行為に関する生物多様性配慮指針の作成
　 ○生態系ネットワークモデルエリアの設置
　 ○多様な人々 の連携による里地・里山・里海の再生

②えひめの生物多様性認識度3割ｱｯﾌ゚ ﾌ゚ﾛｼﾞｪｸﾄ
  ○内なる生物多様性の発掘
  ○普及啓発の推進（生物多様性カード化）
  ○ライフスタイルの転換
  ○協働・連携、ネットワーク化

｢100年先も　生きもの
　　　　　　　みんな　やさしい愛顔｣

生物多様性の恵みを享受し、人と自然が共生し、豊
かな自然と文化が守り育まれる、100年先も人を含

め生きものみんなが、やさしい愛顔でいられる社会

社
会
経
済
的
な
仕
組
み

を
取
り
入
れ
た
生
物
多

様
性
の
恵
み
の
持
続
可

能
な
利
用
を
目
指
す
。
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。

多
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果
た
す
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と
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目
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す
。

行
動
計
画

行
動
計
画

目標目標目標

行
動
計
画

目指すべき将来像

『伝えていこう！生きものの恵みと愛媛の暮らし』

え　が　お

え　が　お

行動計画（中期的に取り組む具体的施策）の推進テーマ
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生
物
多
様
性
カ
ー
ド
化 

県民総ぐるみで「生きものの恵みと愛媛の暮らし」を見出し守り伝え発展させていくイメージ 
（内なる生物多様性） 

・
・
・ 

エコツーリズム活動 

・
・
・
・ 

グループ 

グループ 

グループ 

保全活動 

啓発活動 

愛媛の生物多様性をブラ
ンド化し、ネットワーク化
して情報発信 

生物多様性フェア 

えひめの生物多様性博 

内なる生物多様性の深化 

事
業
化 

県民 

ワークショップ 座談会 参加型行動 

内なる生物多様性 
の発掘発見 

任意の団体、ＮＰＯ、 
事業者、個人・・・等 

専門家 

えひめの人と生きもの学会（仮称）
生物多様性センター（仮称） 

 

５年間の活動の集大成として、愛媛県全体を博物館に見立て、愛媛の生物多様性を県内外に発
信することにより、生物多様性の認知度を上げるとともに、持続可能な取組の定着を図る。 

 

場所：県内全域 
期間：半年程度 

場所：県内１箇所 
期間：２日程度 
・ポスターコンクール 
・俳句コンテスト 
・企業セミナー 
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【別表】     
 今後５年間で実施する具体的な重点施策一覧     
（１）えひめの生物多様性パワーアッププロジェクト     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物多
様性の
保全と
管理

生物多
様性の
恵みの
持続可
能な利
用

多様な
人々 の
連携･
協働

項目 主な内容 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

○
平成14年度に作成したＲＤＢを改訂す
る。

○

次回のＲＤＢの改訂作業を効率的か
つ経済的に実施するため、毎年度、モ
ニタリング調査を行い、野生動植物分
布情報データベースを更新する。

○ ○
特定希少野生動
植物の保護管理

保護管理事業計画を定め、モニタリン
グ調査、個体群の再生増殖を進めると
ともに、保護管理事業を実施する団体
を育成･支援する。

○ ○
開発行為に関する
生物多様性配慮
指針の作成

環境影響評価の対象とならない開発
行為にあっても、生物多様性に配慮す
るための指針を作成し、その的確な運
用を図る。

○
生態系ネットワー
クモデルエリアの
設置

石鎚山から加茂川河口の干潟や四万
十川流域、沿岸島嶼部に係る一体の
地域を一例として、野生生物の生息･
生育の拠点となる奥山、里地里山、河
川・ため池、干潟のコアエリアやそれら
を結ぶ回廊を設定するための、調査研
究を行ない、本県の生態系ネットワー
クのモデルエリア設置を進める。

○
外来生物対策の
推進

アライグマ、ソウシチョウ、スクミリンゴ
ガイ等の生息等の情報収集と防除計
画策定支援を進め、早期発見、早期
対応を図る。

○
野生鳥獣の保護
管理の徹底

第１１次鳥獣保護事業計画に、新たに
狩猟者の確保・育成の強化策を盛り
込み、野生鳥獣の個体数管理を徹底
する。

○ ○ ○
多様な人々の連
携による里地・里
山・里海の再生

NPO、JA、農林水産業者、地域住民
等が連携したうえで、耕作放棄地の解
消等里地・里山・里海の再生モデル地
区を設置し、多様な生きものが生息･
生育する環境を回復するだけでなく、
農林水産業の生産･販売、エコツーリ
ズムなど都市農村交流などを進める。
（農地所有者の委託を受けたＮＰＯ法
人等の活動(景観作物、ビオトープ、交
流活動、獣害駆除等）に要する経費を
支援）

目標項目 推進スケジュール具体的重点施策

愛媛県レッドデー
タブック（ＲＤＢ）の
改訂
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（２）えひめの生物多様性認識度３割アッププロジェクト

生物多
様性の
保全と
管理

生物多
様性の
恵みの
持続可
能な利
用

多様な
人々 の
連携･
協働

項目 主な内容 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

○ ○ ○

生物多様性カードやWEBを用いた生
物多様性普及啓発えひめプログラムを
策定する。（認識についての階層別
(無関心層、児童･生徒、事業者、愛好
家、専門家）普及啓発策の策定）

○ ○ ○
保育士、教員、農林水産業者、企業
人、地域のリーダー等を対象とした自
然観察会、研修会を実施する。

○ ○ ○
生物多様性保全のモデル校やモデル
地域、モデル営農組織、モデル企業な
どを設置し、支援する。

○ ○ ○
生物多様性ポスターコンクール、俳句
コンテストを実施する。

○ ○ ○
子ども・お母さん・お父さん・おじいちゃ
ん・おばあちゃんのための「生物多様
性啓発資料」の作成、配布。

○ ○ ○
自然観察会、生きもの調査など県内
での生物多様性関連行事を一元管理
し、広く情報発信する。

○ ○ ○

エコツアー推進組織を立ち上げ、モデ
ルプログラムの作成やガイドの養成を
支援する。

○ ○ ○
ライフスタイル
の転換

ライフスタイルに関する生物多様性配
慮指針を作成する。

○ ○ ○
えひめの生物多様性保全推進協議会
(仮称)を設置する。

○ ○ ○
生物多様性センター（仮称）を設置す
る。

○ ○ ○
えひめの人と生きもの学会（仮称）の
設立を支援する。

○ ○ ○
生物多様性えひめフェアを実施する。

○ ○ ○ えひめの生物多様性博を実施する。

推進スケジュール

協働･連携、
ネットワーク
化

目標項目 具体的重点施策

普及啓発の
推進
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第５章 推進体制と進行管理 
１ 推進体制 

（１）各主体の役割 
本戦略の推進にあたっては、県民、ＮＰＯ等民間団体、農林水産業者、企業等事業

者、大学及び教育機関、行政等が連携・協力のもと生物多様性の保全に取り組む必要
があります。 
 ①県民の役割 

・地域在来の生きものや自然環境に関心をもち、生物多様性保全の重要性を理解

する。 
・希少野生動植物の生息･生育地へのむやみな立ち入りや捕獲･採取・不当な売買・
譲渡等を絶対にしない。 

・飼育･栽培する動植物には最後まで責任を持ち、途中で世話を投げ出したり、山
野、水辺などに放逐したりしない。 

・観察会、エコツーリズムなど自然と触れ合う機会に積極的に参加する。 

・自然公園等の利用に当たっては、ゴミの持ち帰り、動植物の採取をしない、車
両を乗り入れないなどのマナーを遵守する。 

・外来生物の被害予防３原則（入れない、捨てない、拡げない）の徹底と駆除に
協力する。有用な外来種の利活用は必要最小限にとどめ、法律等を遵守し、適切
に扱う。 

・生物多様性に配慮し生産された農林水産物への理解を深め、優先的に利用する。 

・里地里山を含む農村の二次的自然は、豊かな生態系を育み、農林業者以外の県
民もその恩恵を享受していることから、県民が一体となってその適正な維持管理
活動等に参加･協力する。 

・環境家計簿の利用などを通して、省エネ、省資源型のライフスタイルを実践し、
廃棄物や温暖化の生物多様性への悪影響を軽減する。 

・ゴミを出さない生活スタイルの実践や分別回収などリサイクルシステムへ積極

的に協力する。 
 
  ②ＮＰＯ等民間団体の役割 

・観察会、保全活動、ワークショップなど県民参加型イベントを企画・実施し、多
様な人々の連携・協働による生物多様性保全の必要性の意識啓発、普及に努める。 

・在来の動植物など多様な種・遺伝子あるいは生態系の保全活動に取り組むととも
に、県民等が実施する保全活動に対し情報提供や助言等に努める。 

・外来生物の防除や有害化した野生鳥獣の適正な管理のための活動を関係機関等と
連携し計画的に実施するよう努める。 

・里地里山を含む農山村や里海のある漁村は、豊かな生態系を育み、農林水産業者
以外の県民もその恩恵を享受している。よって、県民が一体となってその適正な

維持管理活動等に参加･協力できるよう都市と農山漁村の交流活動の支援に努め
る。 

・保全活動のコーディネーターとしての役割を通じ、大学等教育機関と連携し、え
ひめの人と生きもの学会（仮称）を設立し、調査・研究・普及啓発に努める。 
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  ③農林水産業者の役割 
・農業の自然循環機能の維持増進を高めるため、生物多様性保全をより重視した環

境保全型農業を推進する。 
・里地・里山・里海を含む農山漁村の人の関わった自然は、持続可能な生産・狩猟

採集活動等が適切に行われることにより形成･維持されていることから、農地や
林地、沿岸域、流域の適切な管理に努める。 

・自然環境や生態系に配慮した森林、海域、流域等の創出･維持･管理に努める。 
・漁場に隣接する海岸、河川、ため池等の水辺の管理や清掃などの活動に努める。 

・農林水産業は自然環境に影響を受ける一方、生物多様性の恩恵を受けている産業
であることも十分認識し、生物多様性を保全することで新たな農林水産業の活性
化につなげる方策の検討･実践に努める。 

・野生鳥獣との共存のため、地域ぐるみで被害防止、適正管理の対策に努める。 
・農山漁村の多面的機能が発揮されるよう、地域ぐるみで保全再生管理に努める。 
・セイヨウオオマルハナバチ等有用な外来種の利活用は必要最小限にとどめ、法律

等を遵守し、適切に扱う。 
 

 ④企業等事業者の役割 
・あらゆる開発事業の実施に当たり、自然環境及び生物多様性保全への配慮を徹底

するよう努める。 
・特に、規模が大きく環境への影響が著しいものとなるおそれがある事業について

は、法令に基づく環境影響評価を適切に実施するとともに法令に該当しない事業
であっても専門家等に意見を聞き調査や保全等について適正に対応するよう努
める。 

・ＣＳＲ活動として、自然保護活動や生物多様性保全のための活動に参加、協力す
る。 

・事業所の敷地等における緑化や省エネを推進し、地域の環境保全活動に積極的に

参加する。 
・外来生物の拡大防止のための管理等を徹底するよう努める。 
 

  ⑤大学等教育機関の役割 
・大学及び博物館をはじめとする教育機関は生物多様性に係る研究を行うとともに、

専門知識や教育・研究に関する技術を生かした取組を行う。 
・生物多様性に関する専門知識や多様なスキルを有した人材を育成する。 
・保全活動のコーディネータとしての役割を通じ、ＮＰＯ等と連携し、えひめの人

と生きもの学会（仮称）を設立し、調査・研究・普及啓発に努める。 
 
 ⑥行政の役割  

（市町） 
市町は、本戦略の目標や施策を踏まえ、それぞれの地域独自の生物多様性の

保全のための施策を検討し、方針を共有した上で、計画的に推進していくこと
が必要である。 
例えば、次のような地元に根ざした市町ならではの取組が挙げられる。 
・ 自然環境の状況を調査、把握し、保全が必要な地域の指定等を行う。 
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・ 地域特有の自然環境の保護、回復を図る。 
・ 自然観察会、参加型ワークショップによって、地域に内在する生物多様性を

みんなで見出す機会を創出するとともに、事業者や団体等が地域で実施する
自然保護活動等への支援に努める。 

・ 地域の実情に応じて、農山漁村の多面的機能が発揮されるようモニタリング
等を行いながら状況に応じ適切に対応する管理（適応的管理）を促進する。 

(県) 
  県は、本戦略の目標達成に向けて、行動計画に掲げた施策を総合的、計画的

に実施するとともに、各主体に対し積極的な働きかけを行い、各種目標の達成
状況を確認・評価し、適切な支援を行う。 

また、広域的な取組が必要となる課題に対しては、市町間や近隣県、国等と
の協力や連携を調整しながら適切に対応する。 

 
（２）戦略を推進する組織の位置づけ・構成 

 ①えひめの生物多様性保全推進協議会（仮称）の設置 
  県民総ぐるみで「内なる生物多様性」を見出し、守り伝え発展させていくため、
えひめの生物多様性保全推進協議会（仮称）を設置し、県民、ＮＰＯ等民間団体、
企業等事業者、農林水産業者、大学等教育機関との連携･協働を進めるとともに、
市町との情報交換や連携を強化し、本戦略の推進を図っていきます。 

  

②えひめの人と生きもの学会（仮称）の設立 
大学等教育機関及びＮＰＯ等民間団体が連携し、えひめの人と生きもの学会（仮

称）を設立し、生物多様性保全のための調査・研究・普及啓発に努め本戦略の推進
を図っていきます。 

 
  ③生物多様性センター（仮称）の設置 

生物多様性保全のための調査･研究をはじめ、情報の収集･分析･公表、標本管理、
普及啓発、人材育成を一括して行う拠点として生物多様性センター（仮称）を設置
し、えひめの人と生きもの学会（仮称）と連携しながら本戦略の推進を図っていき
ます。 
 

④生物多様性保全推進庁内連絡会議の設置 
本戦略に掲げる施策を総合的かつ効果的に推進するため、県庁内関係課室長等で

構成する庁内連絡会議を設置します。 
 

２ 進行管理 
 目指すべき将来像の実現に向けて、えひめの生物多様性保全推進委員会は、重点施

策の行程と数値目標の達成状況を毎年度点検･評価します。 
また、毎年度その結果を取りまとめ、公表するとともに、広く県民等から意見等を

求め、取組をさらに推進します。 
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テーマ：「伝えていこう！生きものの恵みと愛媛の暮らし」 
                                       

 
 

 

【新設】 
えひめの人と
生きもの学会
（仮称） 

企業等事業者 
行 政 

大学等教育機関 

ＮＰＯ等民間団体 

農林水産業者 
県 民 

・環境保全型農業等の推進 
・里地里山里海の管理 
・野生鳥獣との共生 

 
 

 

【新設】生物多様性センター（仮称） 自然保護課 【新設】生物多様性保全推進庁内連絡会議 

えひめの生物多様性保全推進委員会 

専門部会 

・ＲＤＢの管理 
・希少野生動植物の調査・研究 
・標本管理 
・普及啓発 
・えひめの人と生きもの学会（仮称）との連携 

生物多様性えひめ戦略の進行管理 

県庁各課における生物多様性保
全施策の総合的・効果的な推進 

県 
市 町 

・自然環境及び生物多様性への配慮 
・ＣＳＲ（社会貢献活動） 

生物多様性えひめ戦略推進体制 

・大学等教育機関とＮＰＯ等民間団体
のネットワーク化 

・調査・研究 
・普及啓発（生物多様性フェアの開催） 

【新設】えひめの生物多様性保全推進協議会（仮称） 

・多様な主体のネットワーク化 
・生物多様性普及啓発プログラム 

の策定（生物多様性カードの作成） 
・えひめの生物多様性博の開催 
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「愛媛の歌」は、県政発足 100 年を記念して昭和 48 年
２月 20 日に制定したものです。歌詞は、一般公募のうえ
269 作品の中から岩本義孝さんの作品が選ばれ、作曲家の
中田喜直さんが作曲しました。 

この歌にあるように、海があり、山があり、川があり、豊
かな自然があふれ、明るい希望・かがやく文化が育つ「100
年先も 生きものみんな やさしい愛顔（えがお）」の愛媛県
を目指しましょう。 

 
 
 

生物多様性えひめ戦略 
 

平成 23 年 12 月 策定 
 

愛媛県 県民環境部 環境局 自然保護課 
〒790-8570 愛媛県松山市一番町 4 丁目 4-2 
E-mail   shizenhogo@pref.ehime.jp 
TEL     089-912-2368  
FAX     089-912-2354 

 

 



 43 

銅賞 愛媛県立三島高等学校 １年 青木千夏 銅賞 愛媛県立松山南高等学校 ２年 河本祐貴 

 

 

銀賞 愛媛県立三島高等学校 １年 寺尾明日華 

生物多様性えひめ戦略表紙等原画コンクール 入賞作品 


